 市 営 住 宅 の 入 居 申 込 み の 方 法 
１　市営住宅の入居申込みができる人

　市営住宅は、比較的低所得の方を対象として、低廉な家賃で住宅を供給するものです。そのため、申込みできる人は、下記の方に限られます。

（１）同居する親族がいること。

（２）所得が一定額以下（世帯全員の年間所得の合計を扶養控除し、12で割った後の額が15万８千円以下。また、高齢者及び障害者世帯等は 214,000円以下）であること。

（３）現に、住宅に困窮していること（具体的理由を教えていただきます）。

（４）市税等の滞納がないこと。

（５）申込者及び同居しようとする親族が暴力団員ではないこと。
２　家賃等

（１）入居者世帯の所得、世帯員数、住宅によって異なります（毎年度変更になります）。

【参考】

	団地
	構　　造
	建築年度
	家賃（月額）
	備考

	八幡
	簡易耐火平屋
	H18～H19
	22,100円～37,400円
	

	八幡
	簡易耐火２階
	Ｓ54～Ｓ55
	13,900円～22,900円
	

	鶯崎
	簡易耐火２階
	Ｓ56～Ｓ60
	15,000円～25,400円
	

	鶯崎
	木造平屋
	Ｈ10～Ｈ12
	18,100円～39,100円
	

	早瀬
	簡易耐火２階
	Ｓ52～Ｓ53
	12,300円～20,800円
	

	材木町
	木造平屋・２階
	　H21
	17,700円～43,700円
	２階住宅(子育て支援住宅)

18未満の児童を養育する世帯が対象


（２）駐車場を利用する場合は、別途に駐車料金が必要です。２台目以上の駐車場は、自分で別の場所を確保していただく場合があります。

３　申込みに必要なもの

　申込みに必要な主な書類は、次のとおりです。

	必要書類
	内　　容
	交付窓口

	(1)
	入居申込書
	環境整備部建設課にあります。(遠野行政センター内)
	建設課

	(2)
	前年の所得状況を証明する書類
	源泉徴収票の写し又は所得課税扶養証明書で、入居申込みする家族のうち、所得がある人全員分が必要です。
	税務課

(所得課税扶

養証明書)

	(3)
	納税証明書
	市役所の税務課窓口にて交付申請してください。(過去3カ年)
	税務課

	(4)
	住民票謄本
	本籍を記載したもので入居申込みする家族全員分が必要です。
	市民課

	(5)

（
	その他書類

）
	申込者の実情により、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
	


　　※入居手続きに必要な書類は、入居決定の後にお知らせします。

４　その他

（１）入居希望者が多い場合は、抽選で入居者を決定します。現在、空室が無くて、空くのを待っている人が数名います。住宅が空いた都度、抽選を行います。また、母子、障害者、生活保護世帯等を優先して抽選を行う場合があります。

（２）入居するときには、敷金（家賃額の３か月分）の納付が必要です。この敷金は、明け渡ししたときにお返しします。

（３）入居決定の際には、連帯保証人２人を選定していただきます。連帯保証人は市内に居住する方で、入居者と同等以上の収入を有し、税金の滞納がないこと等が要件です。

（４）入居申込みが可能な住宅には、水洗式トイレを備え付けています。

（５）八幡２階、鶯崎２階、早瀬２階建市営住宅には、浴室はありますが、浴槽と風呂釜を備え付けていません。浴槽と風呂釜は自分で準備してください。

（６）住宅を明け渡す場合は、畳の表替え、ふすま及び障子の張り替えをし、また、ガラスや壁等に破損があるときは修理をしてから明け渡していただきます。

	空室状況・間取り・その他不明な点は、遠野市環境整備部建設課管理係まで問い合わせください。

（電話 0198-60-1520 内線 152）
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